
 

 

 

受
付
番
号 

受
付
月
日 

東郷町議会議長 殿 

東郷町議会議員 

㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問（一問一答方式・一括質問方式）したいので通告します。  

 記 

（注）要旨は、具体的に記載すること。  

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 

№ 2 － 1 

議席番号 番 氏 名 

会派名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 緊急事態宣言

に伴う自主的な

登園見合わせに

対する保育料・給

食費の減免につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ２ 議会映像の配

信拡大及びリア

ルタイム配信に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月１２日から愛知県においても緊急事態宣

言が発出された。それに伴い、５月１１日付けで

「お子さんの安全確保と感染拡大防止のため、特

別措置として保育料・給食費を減免」する旨、保

護者向けに通知が出された。 

 

(1)  特別措置の内容及び利用状況を問う。 

 

(2)  特別措置を半月単位にした理由を問う。 

 

(3)  減免の半月単位の区分を、各月１日～１５

日と１６日～月末とした根拠を問う。 

 

(4)  半月単位の減免制度の当否についてアンケ

ート調査を行う考えはないか。 

 

(5)  感染防止には、減免を１日単位とする方法

が最も有効であると考えるがどうか。 

 

自治基本条例は「町政の情報公開」を規定し、

議会基本条例第 4条第 2項は「議会は可能な技術

を使い、会議（本会議、常任委員会、特別委員会

等）の模様の配信に努める」旨規定している。 

しかし、現状の映像配信は、本会議の一部及び

総務経済・文教民生各委員会にとどまっている。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大で

議会の傍聴が困難になっている中、配信する会議

の拡大及びリアルタイム配信の速やかな実施が必

要である。 

 

(1)  町民のみなさまへの町政に関する情報公

開の重要性について町としての考えを問う。 

 

 

町長 

担当部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長 

担当部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加藤 宏明 

 

中野まさひろ 

１ 
      ５月１８日 

午前・午後   ８時３０分 

 

 ３ 

無 会 派 



 

 （注）要旨は、具体的に記載すること。  

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 

№ 2 － 2 ３番 氏名 中野まさひろ 

 

 

 

 

 ３ 中学校の校則

及び制服の見直

しについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 小中学校の女

子トイレへの生

理用品の配置に

ついて 

 

(2)  配信する会議の拡大及びリアルタイム配

信の必要性について町としての考えを問う。 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び

熱中症防止の観点等から、中学校のいわゆる校則

の何項目かが改められた。 

また、昨年度末開催の「子ども議会」において 

「中学校の制服の見直しについて」質問があり「今 

年度見直しに着手する」旨の答弁があった。 

 

(1)  新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止及び熱中症防止の観点等からの中学校の

校則の改正内容について問う。 

 

(2)  そもそも中学校の制服の位置づけを問う。 

 

(3)  制服見直しの経緯について問う。 

 

(4)  制服見直しの体制、内容、方法及びスケジ

ュールについて問う。 

 

(5)  制服見直しには、当事者である生徒、保護

者及び先生の意見を十分に反映させる必要

があり、制服見直しの取組においては、生徒

に主権者としての成長を促すことが大切で

あり、その好機であると考えるがどうか。 

 

 「子ども議会」での子ども議員の勇気ある訴え

と、それに共感した町内企業さんのご寄付により、

小中学校の女子トイレへの生理用品の配置が実現

した。 

 

(1)  生理用品の設置場所及び使用後の補充等

具体的な運用方法について問う。 

 

(2)  一過性の取組でなく継続させる必要があ

ると考えるがどうか。また、継続のための方

策について問う。 

 

(3)  この取組は、コロナ禍で顕在化した、社会

問題としてのいわゆる「生理の貧困」につい

て、また、性の問題についての生きた教材と

して教育に生かされているか。 

 

 

 

 

町長 

教育長 

担当部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長 

教育長 

担当部長 

 

 

 

 


